










(6) 雲南地区保護司会だより
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更生保護法人島根保護観察協会定款（抜粋）編集後記

（目 的）

第3条 この法人は、 島根県内における更生保護に関する事業の充実発展に寄与

するとともに、 更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者に対し、 その自立

更生に必要な保護を行うことを目的とする。

（事 業）

第4条 この法人は、 前条の目的を達成するため、 次の連絡助成事業及び一 時保

護事業を営む。

(1）更生保護事業を営む者に対する連絡、 調整又は助成

( 2）保護司活動に対する連絡、 調整又は助成

( 3）更生保護に関する民間協力組織に対する連絡、 調整又は助成

( 4）犯罪予防を図るための世論の啓発その他の活動

( 5 ）更生保護事業法第 2 条第 2 項各号に掲げる者に対する金品の給与

( 6）その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

（会 員）

第40条 この法人に会員を置くことができる。

2 会員は、 本会の目的に賛同する個人又は団体をもって構成し、 理事長の承認

を得る。

会員は、 これを分けて次の5種とする。

普通会員 年額1,000円以上を拠出する者

協力会員 年額3,000円以上を拠出する者

賛助会員 年額5,000円以上を拠出する者

特別会員 年額 1万円以上を拠出する者

名誉会員 年額10万円以上を拠出する者

会員は、 毎年度、 事業計画、 収支予算、 事業成績、 決算その他重要事項の報

告を受ける。
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※この主旨に基づいて保護司がご家庭を伺いました際には、 ご協力いただきます

ょうよろしくお願いいたします。


